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  第４章 食育 

 

ここがポイント！！ 

  ①『保育所保育指針』を基本とし、「食を営む力」の基礎を培う食育を！！ 

  ②こどもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関る体験を積み重ねる。 

 
＊１）

平成１７年に施行された食育基本法 において、「学校・保育所等における食育の推進」
＊２） 

が盛り込まれ、保育所では『保育所における食育に関する指針（以下「食育指針））』 等

を参考に、保育の内容の一環として食育が位置づけられている。食育は、施設長の責任の

もと保育士・栄養士等の全職員が協力して、全体的な計画に基づいた「食育計画」を指導

計画とも関連付けながら作成し、こどもの日々の主体的な生活や遊びの中で展開されてい

くようにする。                           

１．食育の目標 

保育所における「食育」の目標は、生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送る基礎と

なる「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことである（図１）。そして、楽しく食べ

るこどもに成長していくことを期待しつつ、『５つの子ども像』の実現を目指していく。 
＊３）

この子ども像は、『保育所保育指針』 の保育の目標を食育の観点から具体的なこどもの

姿として表したもので、独立して存在するのではなく、それぞれが相互につながりながら、１

人の“こども”として成長していくことを目標としている。          

保育所における「食育」は、『保育所保育指針』を基本とし、食事の提供を中心にしながら

園児の生活全体を通して進め、目標を達成していく。また、給食の目的は、乳幼児の健全な発

育、健康の保持・増進、望ましい食習慣の形成、家庭及び地域社会の食生活の改善へ寄与する

ことであるため、給食と結びついた実践が必要である。 

具体的には、図２のように、保育所生活の様々な場面で、園児の発達過程に応じて、「食を

営む力」を育む活動を行っていく。                  （様式例Ⅱ－１） 

 図１ 保育所を拠点とした環境づくり 

「楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～」 

の基本構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                       酒井他「保育所における食育のあり方に関する研究」     

19 11   出典：「保育所における食育の計画づくりガイド」（平成 年 月財団法人こども未来財団） 

食と健康 

食と人間関係 命の育ちと食 

料理と食 

食と文化 

 

 

〈目標〉現在を最もよく生き、かつ、生涯にわたって健康で質の高い生活を送る

基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うこと 

期待する子ども像 

食事づくり、準備に

かかわる子ども 

一緒に食べたい人が

いる子ども 

お腹がすくリズムのも

てる子ども 

食べものを話題にす

る子ども 

食べたいもの、好きな

ものが増える子ども 
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２．食育の計画 

保育所における「食育の計画」は、保育所の全体的な計画と、保育を展開するための具体的な

計画である「指導計画」の中に位置づける。「食育の計画」の作成にあたっては、平成 19 年 11

＊４）月に取りまとめられた「保育所における食育の計画づくりガイド」 を参考にこどもが主体的

に食育の取り組みに参画できるよう計画していく。 

（１）食育の全体計画 

保育所の全体的な計画は、園の保育目標を達成するために策定される計画で、園の保育

の基本方針を示すものである。食育の全体計画は、この保育所の全体的な計画の一部であ

り、保育所及び各年齢別またはクラス別の食育実践の基本的な方向性を示すものである。

各保育所独自の食育に関する基本方針を示すので、一定期間継続的に用いる計画として、

不変性の高いものとなることが望ましい。（様式例Ⅱ－２） 

 

 （２）年間指導計画 

年間指導計画は、食育の全体計画に基づき、各年齢別またはクラス別に、一人一人の園

児がそれぞれの発育・発達に見合った生活を展開し、必要な経験を得ていくプロセスを具

体的に考えていく計画である。保育士と栄養士や調理員等が連携しながらこどもの実態

を踏まえて、園児の経験や活動を予測して仮説的に作成される。したがって、各年齢また

はクラスの実態に即して柔軟に修正されるものであることが望ましい。 

（様式例Ⅱ－３） 

３．食育の実施 

（１）食育における保育所の食事の位置づけ 

保育所の食事は、『子どもの像』の実現を目指して行う「食育」が達成できるよう環境

を構成し、食育の計画に沿って提供することが重要である。 

“こども”は、毎日の保育所での食事を通して、食事をつくる人を身近に感じ、つくら

れた食事をおいしく、楽しく食べ、それが「生きる」ということにつながっていく。それ

を実感できる環境を構成することが望ましい。たとえ、保育所という集団の場であっても、

家庭での食の営みとかけ離れないように、食事をつくる場と食べる場をつなげ、園児に生

産者や食事をつくる人の顔が見えるように工夫することが「食育の目標」を達成するため

に大切である。 

 

 （２）実 施 

食育を実施するには、対象となる園児の発達に応じて、何をいつ頃どのように行うかを

計画することが大切であるので、保育所全体で検討し、全体計画に基づいて実施計画をた

てる。 

（様式例Ⅱ－４） 

参考までに、別表１にこどもの発達と食育開始の目安を示した。 

食育の実施にあたっては、計画策定、実施、評価、再計画の PDCA サイクルで実施する。 

（様式例Ⅱ－５） 

乳幼児期の身体・精神面及び栄養・食生活の特徴をふまえ、各保育所の園児の状況を把

握し、そのうえで目的・目標を明確にして、園児たちが楽しく自然に学習できるように工
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夫する。目的に合った効果的な方法や、教材を選択する。 

  

 ① 食育の方法 

給食をとおして行う方法 バイキング給食、戸外での食事、給食時の声かけ、会食

（親子、高齢者、試食会等）、給食の展示、献立内容（郷

土料理等）、給食だより 等 

視聴覚媒体による方法 エプロンシアター、紙芝居、人形劇、演劇、パネルシア

ター、ペープサート、ビデオ、スライド、ゲーム、カル

タ、ぬり絵、絵本の読み聞かせ 等 

体験、参加による方法 調理実習（クッキング保育）、食物の栽培、給食当番 等 

 

② 教育の方法 

個別的な働きかけ 

（個別教育） 

１対１で行う方法。基本的には、対象者の状況や問題が個

別（人）的である場合に行う。 

 

集 

団 

教 

育 

小集団への働き

かけ 

クラス毎や班毎など、小グループに対して行う方法で、一

方的に教えるのでなく、こどもたちが話し合ったり、意見

を出し合うなど、双方向で学習ができるようにする。 

集団への働きか

け 

講習、ビデオによる方法は、一方通行的なコミュニケーシ

ョンになりやすいので、目的やねらいを十分絞り、わかり

やすい話し方や媒体の準備が必要である。 

調理等の実習や実演、

展示会など 

調理の実習・実演は、体験による効果的な方法で、ねらい

を明確にすることや十分な準備が必要である。 

 

③ 食育の内容例 

 項 目    主 な 内 容 

１ 健康づくり 体力づくり、食物とからだの関係、歯の衛生等 

２ 栄養・食習慣 バランスの良い食事、規則正しい食事、咀嚼、偏食是

正等 

３ 衛生 手洗い、調理時の身支度、食物の取り扱い、食後の片

づけ等 

４ 食べ方・マナー あいさつ、友達との共食、食事中の態度、姿勢、食器、

箸の使い方、食事を作ってくれる人への感謝等 

５ 食事への興味、社会性 買い物、調理、配膳、楽しい食事、季節感、菜園活動、

食文化の伝承等 

６ 家庭・地域との連携 保護者への教育、食情報の提供・交換、地域行事への

参加等 

 

 

 

42



（３）調理実習等を活用した食育活動の衛生面の配慮  

調理実習・体験等では、食中毒予防のため、食材の安全確認や調理室内の衛生管理等につい

て適切な準備･指導を行う。参考として、クッキング保育実施のチェック表を掲載した。（P48

参照） 

 

                          

注＊１）P125 17 17 63食育基本法 平成 年６月 日公布（法律第 号）参照 

＊２）P127 楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～ 

16（平成 年３月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課）参照 

＊３）P142 30 4   保育所保育指針 （平成 年 月 厚生労働省 ）参照 

＊４）P186 保育所における食育の計画づくりガイド 

19 11  （平成 年 月 財団法人こども未来財団）参照 
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「保育所における具体的な実践例」をもとに本実施要領検討委員会修正加筆 

 

参考：厚生労働省『楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド』 

食を通じた子どもの健全育成（いわゆる『食育』のあり方検討会）報告書２００４ 

栄養士、調理師、 

調理員、保育士など 

保育所における給食を通した活動の具体的な実践例 
図２ 

｢食育｣の視点を含めた

指導計画の作成、及び

評価・改善をふまえて 
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４．食育の評価 

食育実施の際はその経過や結果を記録し、食育の目標を達成できたかを評価して、次のより

よい食育実施に繋げるため、見直すことが重要である。例えば、給食を通して行う方法の場合

アンケート調査や、給食日誌における検食者の所感や残菜調査等の記録を参考に、保育所の状

況をまとめ、次年度への指導につながるよう工夫する。 

乳幼児の場合、対象者本人へのアンケート調査などは難しいので、好き嫌いがなくなったな

ど、食習慣の変容等を目標にすることがあるが、最終的な結果に対する評価だけでは、その変

容を知ることが困難な場合があるので、企画の評価と、実施までの経過に対する評価（プロセ

ス評価）と、結果に対する評価を設ける。（様式Ⅱ－４） 

 

図３ 食育実施の流れ 
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５．食育活動を円滑に進めるためのチェックリスト 

保育所における食育活動を円滑に進めるため、園長・主任保育士をはじめすべての保育関係

職員で相談し、チェックしてみる。 

（１）保育所（園）における食育の計画づくりに関するチェック項目 
18 11  （平成 年 月 厚生労働省の全保育所対象調査項目） 

１）食育の計画づくりに取り組んでいる。 

２）保育所全体で食育の共通理解を図るため、職員を対象とした研修を行っている。 

３）食育の取り組みを充実させるため、職員会議などを通して体制づくりを行っている。 

４）食育の実践にあたり、「楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針」を参

考にしている。 

５）保育所の「保育計画（所長を中心に作成する全体的な計画）」は食育の視点を含めて作成

している。 

６）「指導計画（担任が作成する具体的な計画）」に、食育のねらいと内容を位置づけ、実践

している。 

７）食育に関する記録を作成し、計画・実践の評価を行っている。 

８）食育に関する評価等を作成し、計画・実践の評価を行っている。 

９）保護者に、食育の取り組みを伝え、理解・協力を求めている。 

10）地域に、食育の取り組みを伝え、理解・協力を求めている。 

（２）食事を楽しむための工夫に関するチェック項目 

１）日々の献立が園児にわかるよう工夫している。 

２）食事をする部屋としての雰囲気づくりに配慮している。 

３）食器の材質や形などに配慮している。 

４）個人差や食欲に応じて、量を加減できるように工夫している。 

５）園児の負担になる程に、残さず食べることを強制したり、偏食を直そうと叱ったりし 

 ていない。 

６）園児が落ち着いて食事を楽しめるように工夫している。 

７）時には戸外で食べるなど、様々な食事スタイルの工夫がある。 

８）おやつは、手作りを心がけている。 

９）旬のものや季節感のある食材やメニューを取り入れている。 

10）嗜好や喫食状況にもとづき食事内容を改善している。 

11）園児たちが育てた野菜などを料理して食べることがある。 

12）園児が配膳や後片づけなどに参加できるよう配慮している。 

13）調理作業をしている場面を園児たちが見たり、言葉を交わしたりできるような工夫を行

っている。 

６．食育の計画づくり関係書類 

19 11平成 年 月、食育の計画づくりのポイントをまとめた「保育所における食育計画づくり

*4)ガイド」 が示されたが、食育計画の様式は、各保育所が創意工夫して独自の食育計画づくり

をすすめることになっている。本県も、参考までに保育所における食育の年間計画等の流れの

様式例をしめしたが、今後、園独自の計画により、食育が積極的に推進されるよう期待する。

- - - - -（様式Ⅱ １、Ⅱ ２、Ⅱ ３、Ⅱ ４、Ⅱ ５）  

＊４）P186「保育所における食育計画づくりガイド」参照 
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